
一
　
府
市
一
元
化
条
例
・
規
約
の
成
立

⑴
　「
大
阪
都
構
想
」
の
残
像
と
し
て
の
条
例
・
規
約

二

二

年
一
一
月
一
日
に
コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
が
懸
念
さ
れ
る
な

か
強
行
さ
れ
た
二
度
目
の
住
民
投
票
で
、
大
阪
市
を
廃
止
し
特
別
区

を
設
置
す
る
「
大
阪
都
構
想
」
は
僅
差
な
が
ら
ふ
た
た
び
否
決
さ
れ
、

政
令
指
定
都
市
・
大
阪
市
の
存
続
が
決
ま
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
直

後
か
ら
新
た
な
動
き
が
は
じ
ま
っ
た
。

三
年
後
の
任
期
満
了
を
も
っ
て
退
任
を
表
明
し
た
松
井
大
阪
市
長

は
、
一
一
月
五
日
定
例
記
者
会
見
で
、「
バ
ー
チ
ャ
ル
都
構
想
」（
広

域
行
政
の
一
元
化
に
よ
る
府
市
の
対
立
と
二
重
行
政
の
解
消
）
に
つ

い
て
語
り
、
人
が
代
わ
っ
て
も
「
広
域
一
元
化
で
大
阪
の
成
長
を
担

え
る
よ
う
な
体
制
」
へ
の
ル
ー
ル
づ
く
り
を
し
た
い
と
発
言
し
た
。

そ
し
て
事
態
は
急
展
開
す
る
。

二

二
一
年
に
入
っ
て
一
月
二
五
日
か
ら
二
月
二

日
に
か
け
て

大
阪
府・

の
要
綱
に
よ
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
（
以
下
、
パ
ブ
コ

メ
）が
実
施
さ
れ
る
慌
し
さ
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
一
四

四
人（
団

体
ふ
く
む
）・
二

二
件
の
意
見
等
が
あ
り
、
二
月
二
四
日
に
は

そ
の
結
果
が
「
ご
意
見
等
と
大
阪
府
市
の
考
え
方
に
つ
い
て
」（
以

下
「
パ
ブ
コ
メ
へ
の
考
え
方
」）
と
し
て
発
表
さ
れ
た
。
筆
者
も
意

見
を
提
出
し
た
が
、
そ
こ
で
示
さ
れ
た
「
考
え
方
」
は
と
て
も
一
元

化
の
重
み
を
厳
し
く
受
け
と
め
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
内
容
で

あ
っ
た
。

そ
の
後
、
非
常
事
態
宣
言
の
も
と
で
関
連
す
る
条
例
・
規
約
成
立

に
む
け
て
の
動
き
は
急
ピ
ッ
チ
で
展
開
さ
れ
た
。
三
月
の
大
阪
市
会

・
大
阪
府
議
会
で
条
例
が
可
決
さ
れ
、
四
月
一
日
か
ら
施
行
。
関
連

す
る
規
約
等
の
議
案
が
五
月
二
六
日
の
市
会
と
六
月
九
日
の
府
議
会

で
可
決
さ
れ
、
ス
ピ
ー
ド
成
立
し
た
。

⑵
　
府
市
一
元
化
条
例
―
―
接
着
剤
は
事
務
委
託

条
例
・
規
約
の
概
要
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

府
市
一
元
化
条
例
の
正
式
名
称
は
「
大
阪
府
及
び
大
阪
市
に
お
け

る
一
体
的
な
行
政
運
営
の
推
進
に
関
す
る
条
例
」
と
「
大
阪
市
及
び

大
阪
府
に
お
け
る
一
体
的
な
行
政
運
営
の
推
進
に
関
す
る
条
例
」（
以

下
、
市
条
例
）
で
あ
る
。
条
例
の
名
称
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

こ
れ
ら
の
条
例
は
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
。
な
お
マ
ス
コ
ミ
は
こ

の
二
つ
の
条
例
の
総
称
と
し
て
「
一
元
化
条
例
」
と
表
記
し
一
般
に

流
布
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
も
こ
の
名
称
を
用
い
る
こ
と
に
す

る
。一

元
化
条
例
は
ま
ず
そ
の
基
本
理
念
と
し
て
、
府
市
が
対
等
な
立

場
に
お
い
て
「
一
体
的
な
行
政
運
営
を
推
進
す
る
こ
と
を
通
じ
て
…

二
重
行
政
を
解
消
す
る
と
と
も
に
大
阪
の
成
長
及
び
発
展
を
図
る
こ

と
に
よ
り
、
副
首
都
・
大
阪
を
確
立
し
、
も
っ
て
豊
か
な
住
民
生
活

を
実
現
す
る
も
の
と
す
る
」
と
謳
っ
て
い
る
。

そ
の
う
え
で
条
例
は
府
市
の
協
議
組
織
と
し
て
、
知
事
を
本
部

長
、
市
長
を
副
本
部
長
と
す
る
「
副
首
都
推
進
本
部（
大
阪
府
市
）会

議
」（
以
下
、
本
部
会
議
）
を
設
置
し
、
①
今
後
の
大
阪
の
成
長
及

び
発
展
に
関
す
る
取
組
の
方
向
性
、
②
大
阪
の
ま
ち
づ
く
り
及
び
広

域
的
な
交
通
基
盤
の
整
備
の
方
向
性
、
③
情
報
通
信
技
術
そ
の
他
の

先
端
的
な
技
術
の
活
用
を
図
る
取
組
の
方
向
性
、
④
そ
の
他
一
体
的

又
は
連
携
し
て
取
り
組
む
重
要
施
策
に
関
す
る
方
針
等
、
⑤
前
記
に

関
連
す
る
個
別
事
業
の
実
施
に
あ
た
っ
て
の
府
市
の
役
割
分
担
又
は

費
用
負
担
等
、
に
つ
い
て
協
議
す
る
と
と
も
に
進
捗
状
況
の
管
理
等

を
行
う
、
こ
と
な
ど
を
規
定
し
て
い
⑴る
。

同
時
に
市
条
例
第
九
条
第
三
項
で
、
地
方
自
治
法
第
二
五
二
条
の

一
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
阪
府
に
委
託
し
、
大
阪
府
知
事
を
し

て
管
理
し
執
行
さ
せ
る
事
務
と
し
て
、
①
大
阪
の
成
長
及
び
発
展
に

関
す
る
基
本
的
な
方
針（
広
域
に
わ
た
る
事
項
に
係
る
部
分
に
限
る
）

の
策
定
、
②
都
市
計
画
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
並
び
に
広
域
的
な

観
点
か
ら
の
ま
ち
づ
く
り
及
び
交
通
基
盤
の
整
備
等
に
係
る
都
市
計

画
と
し
て
別
表
第
五
に
掲
げ
る
も
の
の
決
定
に
関
す
る
事
務
、
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
（
表
１
）。
こ
れ
に
よ
り
、
政
令
指
定
都
市
と
し
て

の
大
阪
市
の
都
市
計
画
権
限
の
ほ
と
ん
ど
が
府
に
委
託
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。

な
お
、
条
例
案
の
市
会
で
の
採
決
を
前
に
し
た
三
月
二
五
日
に
、

市
長
か
ら
市
会
で
の
反
対
・
修
正
意
見
を
踏
ま
え
て
市
会
議
長
宛
に

条
例
案
の
一
部
修
正
の
申
し
出
が
あ
っ
た
。
修
正
の
理
由
は
「
本
議

案
が
付
託
さ
れ
て
い
る
財
政
総
務
委
員
会
で
の
審
議
状
況
を
踏
ま

え
、
基
本
理
念
に
『
府
市
対
等
の
立
場
で
』
一
体
的
な
行
政
運
営
を

推
進
す
る
旨
を
定
め
、
副
首
都
推
進
本
部
（
大
阪
府
市
）
会
議
の
運

府
市
一
元
化
条
例
の
合
法
性
を
問
う

木
村　

收

元
阪
南
大
学
教
授

―
―
法
定
の
役
割
分
担
の
逆
転
・
事
務
の
委
託
の
虚
実
―
―
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関
す
る
基
本
的
な
方
針
に
関
す
る
事
務
の
委
託
に
関
す
る
規
約
」

知
事
は
受
託
す
る
戦
略
・
ビ
ジ
ョ
ン
等
を
市
長
と
協
議
し
そ
の

協
力
を
得
て
作
成
す
る
と
と
も
に
、
市
か
ら
実
施
状
況
等
の
情
報

提
供
を
う
け
て
進
捗
管
理
を
行
う
。
管
理
執
行
に
要
す
る
経
費
は

市
の
負
担
で
あ
る
と
明
記
。
委
託
事
務
の
管
理
執
行
は
大
阪
府
政

策
企
画
部
（
委
託
内
容
に
よ
っ
て
は
担
当
部
局
）
に
お
い
て
行
う
。

ま
た
委
託
事
務
の
変
更
ま
た
は
廃
止
に
つ
い
て
は
申
し
出
に
対
し

て
本
部
会
議
に
お
い
て
誠
実
に
協
議
す
る
も
の
と
す
る
と
規
定
し

て
い
る
。
府
市
の
役
割
分
担
・
具
体
的
な
内
容
と
そ
の
必
要
な
理

由
な
ど
、
府
市
条
例
の
曖
昧
さ
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
た
規
約
で
あ

る
と
い
え
る
。

②�

　「
広
域
的
な
観
点
か
ら
の
ま
ち
づ
く
り
等
に
係
る
都
市
計
画

に
関
す
る
事
務
の
委
託
に
関
す
る
規
約
」

「
府
市
一
体
で
広
域
的
な
ま
ち
づ
く
り
及
び
交
通
基
盤
の
整
備

等
を
進
め
る
た
め
、
広
域
的
で
成
長
の
重
要
な
基
盤
と
な
る
都
市

計
画
の
決
定
に
関
す
る
事
務
」
を
市
か
ら
府
に
委
託
す
る
こ
と
と

し
、
そ
の
具
体
的
な
手
順
を
定
め
て
い
る
。
知
事
は
委
託
さ
れ
た

事
務
の
管
理
・
執
行
に
つ
い
て
は
「
大
阪
市
が
行
う
場
合
の
手
続

に
よ
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
」「
そ
の
手
続
に
沿
っ
て
行
う
」
と

さ
れ
て
お
り
、
あ
わ
せ
て
「
市
長
の
意
見
を
聴
く
」
も
の
と
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
委
託
事
務
の
管
理
・
執
行
を
行
う
担
当
部
局
は
、

後
述
③
の
規
約
で
府
市
で
共
同
設
置
さ
れ
る
「
大
阪
都
市
計
画

営
に
つ
い
て
府
市
対
等
の
立
場
を
明
確

に
す
る
文
言
の
修
正
を
行
う
と
と
も
に

当
該
会
議
で
の
合
意
事
項
に
つ
い
て
市

会
へ
の
報
告
事
項
と
す
る
た
め
、
条
例

案
の
一
部
に
つ
い
て
修
正
す
る
」
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
市
条
例
案
に
つ
い
て
は
附
帯
決

議
が
付
さ
れ
て
い
る
（
表
２
）。
こ
の

一
部
修
正
と
附
帯
決
議
は
二
元
代
表
制

下
の
大
阪
市
政
に
お
い
て
、
市
民
代
表

と
し
て
の
市
会
の
せ
め
て
も
の
意
地
を

示
す
も
の
と
し
て
受
け
と
め
た
い
。

⑶
　
一
体
化
推
進
体
制
の
確
立

―
―
四
規
約
の
成
立

一
元
化
条
例
と
附
帯
決
議
を
う
け
て

四
本
の
規
約
と
関
連
す
る
事
務
・
組
織

分
掌
条
例
が
議
会
に
提
案
さ
れ
、
市
会

で
は
五
月
二
六
日
、
府
議
会
で
は
六
月

九
日
に
そ
れ
ぞ
れ
可
決
さ
れ
た
。
四
規

約
の
概
要
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

①�

　「
大
阪
の
成
長
及
び
発
展
に

表 １　大阪府へ一元化をはかる都市計画権限について

条例に規定する
都市計画権限の事務の委託 都市計画権限の内容

大阪市
へ移譲
された
時期

①
都市計画区域の整備・開発お
よび保全の方針（いわゆる都
市計画区域マスタープラン）

都市計画の目標、区域区分の有無など、主要な
都市計画の決定方針を定めるもの 2015

② 区域区分 市街化区域と市街化調整区域の区分 2012

③ 都市再生特別地区

地域地区（注1）の一つで、都市の再生拠点として、
都市再生緊急整備地域内において、既存の用途
地域等に基づく用途・容積率等の規制を適用除
外としたうえで、自由度の高い計画を定めるこ
とができる都市計画制度

2002
（新設）

④ 臨港地区（国際戦略港湾にかぎる）
地域地区の一つで、港湾区域（水域）に隣接する
陸地の指定 2000

⑤ 一般国道、自動車専用道路（高速自動車国道、阪神高速道路）
都市施設（注2）の一つで、一般国道、自動車専用
道路の位置、幅員等を指定 2012

⑥ 都市高速鉄道 都市施設の一つで、都市高速鉄道の路線の位置
等を指定 2000

⑦ 一団地の官公庁施設、一団地の官公庁施設の予定区域
都市施設の一つで、国家機関または地方公共団
体の建築物を一定地区に集中配置するよう指定 2000

（注）1�.地域地区とは、用途の適正な配分、都市の再生の拠点整備、良好な計画の形成
等の目的に応じた土地利用を実現するために設定する地域または地区のこと。
2�.都市施設とは、円滑な都市活動を支え、都市生活の利便性の向上、良好な都市
環境を確保するうえで必要な施設のこと。

（出所）第22回副首都推進本部会議の資料2、11頁の表を一部削除、加筆（大阪市への府
から移譲された時期）して筆者作成。

都市計画区域マスタープランや、大阪の都市機能の向上に欠かせない拠点開発、広域交通網
の整備等に大きく関係する都市計画権限について大阪府への一元化をはかる
⇒��都市計画権限のなかでは、『国の利害に重大な関係がある事務』として大臣同意が求めら
れるものにおおむね合致

表 ２　「大阪市及び大阪府における一体的な行政運営の
推進に関する条例案」に対する附帯決議

1 　大阪の成長・発展に向けて大阪市・大阪府が連携し一体的な取組を行うため、大
阪市と大阪府は対等な立場で本条例の運用を行うこと。

2　事務委託に係る規約の策定にあたっては、次の事項を遵守すること。
　一�　委託事務の状況の変化に適切に対応できるよう、規約の変更又は廃止に係る申

出と当該申出に対して誠実な協議がなされることを規約に明記すること。
　二�　都市計画権限の大阪府への事務委託に関する規約の策定にあたっては、都市計

画に大阪市の意見が十分に反映されるとともに、都市計画の手続きが府市一体で
スムーズに進み、事業者等に負担を与えることのないよう、次の事項を規約に明
記すること。

　　・�副首都推進本部（大阪府市）会議での合意のもと、事務委託案件に係る都市計画
の原案作成から都市計画決定に至るまで、府市連絡会議を設置する等、府市一
体で連携調整の体制を構築すること。

　　・�大阪府都市計画審議会を経るにあたり、大阪市の意見聴取を追加すること。そ
の際、大阪府への回答の前に大阪市都市計画審議会の意見を聴くこと。

　　・�事務委託案件の審議に際して、大阪府都市計画審議会へ大阪市都市計画審議会
委員（大阪市議）を参画させること。

　　・�都市再生特別地区に関する都市計画については、民間事業者へのワンストップ
窓口の設置等、府市の連携調整の仕組みを整備すること。
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に
し
た
い
。

①
　
反
対
討
論
（
自
由
民
主
党
・
川
嶋
広
稔
議
員
）

ま
ず
一
元
化
条
例
は
、
住
民
投
票
否
決
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
民

意
の
都
合
の
よ
い
切
り
取
り
」
と
総
括
し
た
う
え
で
、
条
例
に
つ

い
て
七
つ
の
疑
念
を
あ
ら
た
め
て
提
示
し
た
う
え
で
規
約
に
つ
い

て
五
つ
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
。

ま
ず
根
源
と
な
る
一
元
化
条
例
に
つ
い
て
、
ⓐ
地
方
分
権
の
流

れ
に
逆
行
、
ⓑ
正
し
い
分
析
の
な
い
二
重
行
政
論
、
ⓒ
立
法
理
由

や
効
果
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
、
ⓓ
府
へ
の
事
務
委
託
に
よ

り
新
た
な
二
重
行
政
を
生
む
、
ⓔ
府
市
対
等
の
関
係
に
あ
る
の
か

疑
問
、
ⓕ
府
は
財
政
負
担
を
す
る
の
か
疑
問
、
ⓖ
市
の
自
己
決
定

権
の
放
棄
、
と
の
疑
念
を
示
し
た
う
え
で
、
規
約
案
に
つ
い
て
つ

ぎ
の
五
つ
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
。

ⓐ
議
会
を
あ
ざ
む
く
規
約
（
事
務
委
任
は
一
元
化
条
例
が
根
拠

で
あ
る
か
の
よ
う
に
し
て
い
る
が
、
地
方
自
治
法
に
よ
る
事
務
委

託
が
根
拠
で
あ
り
、
条
例
を
廃
止
し
て
も
規
約
は
残
る
）、
ⓑ
事

務
委
託
の
範
囲
は
本
来
限
定
的
で
あ
る
べ
き
だ
が
、
白
紙
委
任
状

態
、
ⓒ
経
費
負
担
は
本
来
「
あ
ら
か
じ
め
協
議
し
て
定
め
て
お
く

べ
き
も
の
」
だ
が
、
規
約
制
定
後
の
知
事
と
市
長
の
協
議
に
委
ね

る
の
は
裁
量
権
の
逸
脱
で
あ
り
、
議
会
軽
視
、
ⓓ
事
業
者
や
市
民

に
と
っ
て
事
務
処
理
は
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
し
な
い
。
も
と
も
と
大

阪
市
に
一
元
化
さ
れ
て
い
た
も
の
を
委
託
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
、
都
市
再
生
特
別
地
区
に
関
連
し
て
新
た
に
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
窓

口
を
設
け
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
、
ⓔ
新
た
に
設
置
さ
れ
る
府
市

共
同
組
織
は
一
元
化
条
例
に
は
明
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ

は
脱
法
的
で
根
本
的
な
欠
陥
。
府
に
ノ
ウ
ハ
ウ
の
な
い
証
し
で
あ

り
、
結
果
的
に
市
の
「
権
限
や
組
織
が
振
り
回
さ
れ
て
い
る
」。

こ
れ
ら
を
総
括
し
て
、
条
例
・
規
約
は
政
治
的
思
惑
で
都
合
よ

く
つ
く
ら
れ
、
知
事
・
市
長
の
裁
量
権
を
逸
脱
し
た
決
定
に
よ
っ

て
市
の
自
己
決
定
権
を
侵
害
し
、
自
治
の
基
本
に
反
し
て
い
る
も

の
で
あ
る
と
批
判
し
た
。

②
　
賛
成
討
論
（
大
阪
維
新
の
会
・
山
田
は
じ
め
議
員
）

大
阪
都
市
計
画
局
の
設
置
は
、
大
阪
の
成
長
発
展
・
ま
ち
づ
く

り
を
府
市
一
体
で
推
進
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
う
え

で
、
そ
の
利
点
と
し
て
、
ⓐ
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
窓
口
の
設
置
（
民
間

事
業
者
の
負
担
軽
減
と
利
便
性
の
向
上
）、
ⓑ
府
市
連
絡
会
議
の

設
置
に
よ
る
府
市
の
情
報
共
有
の
円
滑
化
、
ⓒ
府
市
共
同
に
よ
る

広
域
拠
点
事
業
（
う
め
北
・
新
大
阪
・
夢
洲
・
大
阪
城
東
部
・
グ

ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
な
ど
の
ま
ち
づ
く
り
の
企
画
・
調
整
・
推
進
）

等
の
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
、
市
の
ノ
ウ
ハ
ウ
が
大
阪
都
市
計
画
局
で

共
有
さ
れ
府
事
業
と
し
て
も
府
内
に
も
展
開
で
き
る
こ
と
、
を
挙

げ
た
。

市
と
大
阪
都
市
計
画
局
が
連
絡
を
密
に
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま

で
の
「
自
治
体
間
調
整
か
ら
同
一
局
で
の
部
門
内
調
整
と
な
り
連

局
」
が
担
う
。

同
局
で
は
、
局
内
組
織
と
し
て
府
市
の
「
連
絡
会
議
」
を
設
置

す
る
と
と
も
に
、
都
市
再
生
特
別
地
区
に
関
す
る
都
市
計
画
に
関

連
し
て
、
民
間
事
業
者
に
と
っ
て
新
た
な
手
続
き
上
の
負
担
増
と

な
る
こ
と
に
配
慮
し
て
、
そ
の
相
談
窓
口（
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
窓
口
）

を
設
け
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
委
託
事
務
を
変
更
ま
た
は
廃

止
す
る
に
あ
た
っ
て
は
本
部
会
議
で
誠
実
に
協
議
す
る
も
の
と
さ

れ
て
い
る
。
本
規
約
は
原
則
と
し
て
二

二
一
年
一
一
月
一
日
か

ら
施
行
さ
れ
る
。

③
　「
大
阪
都
市
計
画
局
共
同
設
置
規
約
」

大
阪
都
市
計
画
局
は
府
市
の
内
部
共
同
設
置
組
織
と
し
て
大
阪

府
咲
洲
庁
舎
内
に
設
置
。
所
掌
事
務
は
、
ⓐ
大
阪
府
知
事
の
権
限

に
属
す
る
都
市
計
画
及
び
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
事
項
、
ⓑ
う
め

き
た
地
区
、
新
大
阪
駅
前
地
区
、
夢
洲
・
咲
洲
地
区
、
大
阪
城
東

部
地
区
等
に
お
け
る
広
域
拠
点
開
発
に
係
る
企
画
、
調
整
及
び
推

進
に
関
す
る
事
項
、
ⓒ
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
・
大
阪
及
び
グ
ラ
ン

ド
デ
ザ
イ
ン
・
大
阪
都
市
圏
に
係
る
企
画
、
調
整
及
び
推
進
に
関

す
る
事
項
、
で
あ
る
。
職
員
は
府
市
の
職
員
か
ら
知
事
が
選
任

し
、
局
経
費
は
知
事
・
市
長
の
協
議
に
よ
り
府
市
が
負
担
す
る
。

幹
事
は
府
と
な
る
。

な
お
、
規
約
制
定
と
あ
わ
せ
て
行
わ
れ
た
市
の
事
務
分
掌
条
例

の
一
部
改
正
に
よ
っ
て
、
市
の
都
市
計
画
局
は
一
一
月
一
日
よ
り

計
画
調
整
局
と
改
称
す
る
。

④
　「
万
博
推
進
局
共
同
設
置
規
約
」

万
博
推
進
局
は
二

二
五
年
万
博
の
開
催
に
む
け
た
取
り
組
み

を
推
進
す
る
府
市
の
内
部
共
同
組
織
と
し
て
新
設
。
市
が
幹
事
と

な
り
、
執
務
場
所
は
住
之
江
区
Ａ
Ｔ
Ｃ
内
。
職
員
は
府
市
の
職
員

か
ら
市
長
が
選
任
、
経
費
は
協
議
し
て
府
市
が
分
担
す
る
。
予
算

は
市
に
お
い
て
計
上
す
る
。
施
行
期
日
は
市
長
が
定
め
る
日
と

な
っ
て
い
る
。

⑷
　
市
会
で
の
質
疑
・
討
論
を
聴
い
て

住
民
投
票
か
ら
お
よ
そ
半
年
、
成
案
が
市
会
に
示
さ
れ
て
か
ら
お

よ
そ
三
カ
月
と
い
う
異
例
の
速
さ
で
条
例
・
規
約
は
成
立
し
た
。
市

民
の
関
心
が
コ
ロ
ナ
対
策
に
集
中
し
、
緊
急
事
態
宣
言
下
の
「
金
縛

り
状
態
」
に
あ
る
な
か
で
の
ス
ピ
ー
ド
決
着
で
あ
っ
た
。

市
会
は
条
例
の
一
部
修
正
や
附
帯
決
議
を
行
っ
た
が
、
三
月
の
市

会
委
員
会
で
の
副
首
都
推
進
局
の
紋
切
り
型
答
弁
の
繰
り
返
し
に
は

愕
然
た
る
思
い
で
あ
っ
た
。

五
月
市
会
で
は
引
き
続
く
緊
急
事
態
宣
言
の
も
と
で
委
員
会
の
傍

聴
は
シ
ャ
ッ
ト
ア
ウ
ト
だ
っ
た
が
、
規
約
案
を
採
決
す
る
五
月
二
六

日
の
本
会
議
は
厳
し
い
制
限
下
で
は
あ
っ
た
が
傍
聴
席
に
着
く
こ
と

が
で
き
た
。
閑
散
と
し
た
傍
聴
者
を
前
に
賛
成
・
反
対
の
討
論
が
行

わ
れ
た
。
そ
の
ポ
イ
ン
ト
を
筆
者
な
り
に
ま
と
め
て
紹
介
す
る
こ
と

府市一元化条例の合法性を問う　
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大
阪
市
は
「
鳥
の
目
」
と
「
虫

の
目
」
を
あ
わ
せ
も
つ
広
域
的
基

礎
自
治
体
（
政
令
指
定
都
市
）
で

あ
り
、
一
方
で
大
阪
府
は
府
域
全

体
を
基
盤
と
す
る
広
域
的
自
治
体

と
し
て
、
こ
れ
ま
で
全
国
の
自
治

体
で
は
異
例
の
自
治
体
間
の
連
携

が
す
で
に
行
わ
れ
て
き
た
。
協
議

会
・
部
局
の
共
同
設
置
（
表
３
）、

職
員
の
派
遣
等
で
あ
る
。
ま
た
基

本
戦
略
で
は
、
こ
れ
ま
で
「
グ
ラ

ン
ド
デ
ザ
イ
ン
・
大
阪
」（
二

一
二
年
）、「
大
阪
の
成
長
戦
略
」

（
二

一
三
年
）、「
副
首
都
ビ

ジ
ョ
ン
」（
二

一
七
年
）、「
大

阪
ス
マ
ー
ト
シ
テ
ィ
戦
略
」（
二

二

年
）
が
府
市
連
携
で
策
定

さ
れ
、
ほ
ぼ
ル
ー
ル
化
さ
れ
て
い

る
。こ

れ
ら
に
加
え
て
今
回
の
事
務

の
委
託
を
軸
と
す
る
一
元
化
条
例

で
あ
る
。
一
元
化
条
例
が
理
由
の

な
い
改
革
で
あ
る
こ
と
を
以
下
説
明
す
る
。

⑵
　
府
市
の
役
割
分
担
―
―「
内
野
・
外
野
論
」
か
ら

府
政
の
「
内
野
シ
フ
ト
」へ
　

か
つ
て
第
一
四
次
地
方
制
度
調
査
会
は
「
大
都
市
制
度
に
関
す
る

答
申
」（
一
九
七

年
）
で
、
当
時
の
大
阪
府
市
の
役
割
分
担
に
つ

い
て
「
市
は
都
市
部
再
開
発
に
専
念
し
、
府
は
周
辺
地
域
に
つ
い
て

市
町
村
行
政
を
補
完
し
都
市
の
経
営
に
当
た
っ
て
い
る
と
い
う
現
行

体
制
は
二
重
行
政
と
い
う
理
論
上
の
問
題
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
の
運
営
の
実
態
に
お
い
て
は
、
地
域
的
な
機
能
分
担
を
図
り

つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
都
市
問
題
の
効
率
的
な
処
理
に
努
力
し
て
い

る
状
況
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
分
析
し
て
い
る
。
こ
れ
が
激

動
す
る
高
度
成
長
期
の
大
阪
で
の
行
政
課
題
に
対
応
す
る
行
政
の
役

割
分
担
シ
ス
テ
ム
と
し
て
機
能
し
て
き
た
。

当
時
の
府
の
行
政
哲
学
を
示
す
も
の
と
し
て
、
左
藤
義
詮
知
事

が
、
一
九
六
九
年
に
地
方
制
度
調
査
会
小
委
員
会
で
の
べ
た
「
内
野

外
野
守
備
論
」
が
有
名
で
あ
る
。
内
野
（
市
）
は
「
再
開
発
に
専
念

し
都
市
の
中
枢
管
理
機
能
の
純
化
に
力
を
入
れ
て
欲
し
い
」
と
し
、

府
は
周
辺
都
市
に
お
い
て
副
都
心
を
育
て
、
大
阪
を
多
核
都
市
に
育

て
る
、
さ
ら
に
「
内
野
・
外
野
の
連
携
を
よ
く
し
て
い
く
こ
と
」
こ

そ
が
府
の
大
事
な
仕
事
だ
と
い
う
の
で
あ
っ
⑵た
。
こ
の
よ
う
な
連
携

の
も
と
左
藤
府
政
・
中
馬
市
政
は
七

年
万
博
の
成
功
を
支
え
た
。

携
が
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
さ
れ
る
」
と
総
括
し
た
。
こ
こ
で
転
じ

て
、
市
民
は
府
民
で
も
あ
る
か
ら
府
の
プ
ラ
ス
は
市
の
マ
イ
ナ
ス

に
な
る
と
い
う
ト
レ
ー
ド
・
オ
フ
の
関
係
に
は
な
ら
ず
、
府
の
プ

ラ
ス
は
市
に
も
プ
ラ
ス
、
市
の
プ
ラ
ス
は
府
の
プ
ラ
ス
で
あ
る
と

い
う
論
理
を
展
開
し
、
市
民
・
府
民
と
も
に
プ
ラ
ス
に
な
る
体
制

を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
。
住
民
投
票
の
結
果
で
大
阪
市

の
廃
止
は
否
定
さ
れ
た
が
、
広
域
一
元
化
が
否
定
さ
れ
た
わ
け
で

は
な
い
。
府
市
が
一
体
で
都
市
開
発
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
と
締
め
く
く
っ
た
。

賛
否
の
論
点
に
は
、
条
例
・
規
約
の
も
つ
多
く
の
課
題
が
示
さ
れ

て
い
る
。
大
阪
市
の
団
体
自
治
に
と
っ
て
、
そ
し
て
住
民
自
治
に

と
っ
て
根
源
的
な
問
題
点
は
何
か
。
筆
者
な
り
に
感
じ
る
疑
問
と
考

え
方
を
別
の
角
度
か
ら
以
下
示
し
て
い
き
た
い
。

二
　
府
市
連
携
の
虚
実
―
―
何
の
た
め
の
一
元
化
条
例
な
の
か

⑴
　
理
由
の
な
い
改
革

―
―
府
市
の
垣
根
を
忘
れ
た
常
識
外
れ
の
連・

携・

　・

一
元
化
条
例
を
制
定
す
る
論
理
は
、
府
市
の
首
長
・
副
知
事
・
副

市
長
等
が
一
堂
に
会
し
た
現
・
本
部
会
議
の
前
身
で
あ
る
副
首
都
推

進
本
部
会
議
の
第
二
二
回
会
議
（
二

二
一
年
一
月
二
二
日
）
に
提

出
さ
れ
た
資
料
（
資
料
二
）
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
論
理
は
条

例
化
推
進
論
者
が
常
用
す
る
つ
ぎ
の
三
段
論
法
で
あ
る
（
一
頁
）。

①
二

一
一
年
の
大
阪
府
市
統
合
本
部
の
設
置
以
降
二
重
行
政
の

解
消
を
進
め
、
大
阪
の
成
長
・
都
市
機
能
の
核
と
な
る
ま
ち
づ
く
り

に
府
市
連
携
に
よ
り
取
り
組
ん
で
き
た
、
と
そ
の
成
果
を
強
調
し
た

う
え
で
、
②
住
民
投
票
で
「
大
阪
都
構
想
」
が
否
決
さ
れ
た
こ
と
を

う
け
て
、
③
「
今
後
は
、
大
阪
市
を
残
し
た
形
で
、
副
首
都
の
実
現

に
向
け
、
過
去
の
二
重
行
政
に
戻
す
こ
と
な
く
、
さ
ら
に
府
市
連
携

を
強
固
に
し
、
府
市
一
体
で
大
阪
の
成
長
、
ま
ち
づ
く
り
を
強
力
に

推
し
進
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
府
市
連
携
の
現
状
認
識
に
つ
い
て
、
す
で
に
「
現
在
の

・

・

・

府
市
一
体
の
取
組
み

・

・

・

・

・

・

・

・

」
が
あ
り
、「
知
事
・
市
長
の
ト
ッ
プ
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
に
よ
り
権
限
と
決
定
が
別
々
と
な
っ
て
い
る
計
画
策
定
か
ら

事
業
推
進
ま
で
の
一
連
の
ま
ち
づ
く
り
や
成
長
戦
略
の
策
定
を
、
府・

市
一
体
で
実
施

・

・

・

・

・

・

」
し
て
い
る

・

・

・

・

と
の
認
識
を
示
し
て
い
る
（
三
頁
、
傍

点
は
筆
者
）。
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
将
来
に
わ
た
っ
て
一
体
的
な
行

政
運
営
を
確
保
」
し
、「
大
都
市
全
体
（
＝
府
域
）
を
さ
ら
に
成
長
さ

せ
る
た
め
」
と
の
理
由
で
、「
成
長
に
関
す
る
戦
略
に
係
る
事
務
」

と
「
都
市
計
画
権
限
の
う
ち
広
域
的
で
成
長
の
重
要
な
基
盤
と
な
る

事
務
」
を
市
の
権
限
か
ら
取
り
上
げ
府
に
一
元
化
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、「
府
市
の
役
割
の
最
適
化
・
よ
り
強
固
な
府
市
一
体
化
を
図
る
」

と
い
う
の
が
一
元
化
条
例
の
推
進
者
に
よ
る
都
合
よ
く
つ
く
り
上
げ

ら
れ
た
論
理
で
あ
る
（
三
頁
）。

表 ３　大阪府市の機関等の共同設置等

形　態 機関等の名称
府市の内部組織 副首都推進局、ＩＲ推進局、大阪港湾局（大阪都市計画局）（万博推進局）
附属機関 都市魅力戦略推進会議、文化振興会議

地方独立行政法人 大阪産業技術研究所、大阪健康安全基盤研究所、公立大学法人大阪
法人その他の団体 大阪信用保証協会、大阪産業局、大阪観光局

（出所）表 1と同じ資料 9頁の表に今回の規約改正により新たに設置されたものを（ ）
内に筆者追記。
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権
限
は
逐
次
拡
充
さ
れ
た
も
の
の
、
都
市
計
画
権
限
は
知
事
と
市

町
村
の
二
重
構
造
の
も
と
で
、
国
の
関
与
と
市
町
村
へ
の
知
事
の

法
的
・
後
見
的
関
与
が
行
わ
れ
る
と
い
う
の
が
実
態
で
あ
っ
た
。

し
か
し
九
三
年
の
衆
参
両
院
で
の
「
地
方
分
権
に
関
す
る
決

議
」
を
契
機
に
、
地
方
分
権
の
大
き
な
動
き
が
は
じ
ま
っ
た
。
九

五
年
の
地
方
分
権
推
進
法
、
九
八
年
の
地
方
分
権
推
進
計
画
の
閣

議
決
定
と
続
き
、
九
九
年
に
は
第
一
次
分
権
改
革
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
地
方
分
権
一
括
法
（
地
方
分
権
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係

法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
）
が
成
立
、
二

年
四
月
か

ら
施
行
さ
れ
た
。

こ
こ
で
都
市
計
画
法
に
お
い
て
も
画
期
的
な
改
正
が
は
じ
ま
っ

た
。
都
市
計
画
決
定
は
機
関
委
任
事
務
か
ら
新
た
な
事
務
区
分
で

あ
る
自
治
事
務
（
例
外
的
に
法
定
受
託
事
務
）
に
改
め
ら
れ
る
と

い
う
大
き
な
変
革
が
あ
っ
た
ほ
か
、
都
市
計
画
決
定
へ
の
国
ま
た

は
都
道
府
県
の
関
与
は
「
認
可
」
か
ら
「
同
意
を
要
す
る
協
議
」

と
な
り
、
三
大
都
市
圏
の
都
府
県
の
都
市
計
画
に
つ
い
て
国
土
交

通
大
臣
と
の
協
議
と
同
意
は
不
要
と
な
っ
た
。
ま
た
市
町
村
に
都

市
計
画
審
議
会
を
設
置
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
も
こ
の
改
正
で

あ
っ
た
。
二

一
一
年
に
制
定
さ
れ
た
第
二
次
地
方
分
権
一
括
法

で
は
、「
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
や
地
区
計
画
の
目
標
や
基
本
的

な
方
針
な
ど
、
国
が
法
令
で
義
務
付
け
て
い
る
計
画
の
策
定
や
計

画
の
内
容
に
つ
い
て
、『
で
き
る
』
規
定
や
努
力
義
務
に
改
め
る

と
と
も
に
、
地
域
地
区
や
一
定
規
模
以
上
の
都
市
施
設
に
係
る
都

市
計
画
決
定
の
権
限
な
ど
を
都
道
府
県
か
ら
市
へ
移
譲
す
る
改
正

が
行
わ
れ
た
。
そ
の
後
も
地
方
へ
の
義
務
付
け
・
枠
付
け
の
見
直

し
が
行
わ
れ
、
地
方
公
共
団
体
の
自
主
性
が
拡
大
し
て
い
る
」

と
、
国
土
交
通
省
関
係
者
は
法
改
正
二
五
年
を
回
顧
し
て
い
⑶る
。

さ
ら
に
都
市
計
画
法
に
お
け
る
「
指
定
市
特
例
」
の
動
向
に
つ

い
て
み
て
み
た
い
。
分
権
改
革
以
前
の
大
都
市
の
都
市
計
画
権
限

に
つ
い
て
、
当
時
の
テ
キ
ス
ト
に
は
「
都
道
府
県
知
事
等
が
都
市

計
画
を
定
め
る
場
合
に
指
定
都
市
の
市
長
と
協
議
す
る
も
の
と
さ

れ
る
ほ
か
は
、
開
発
行
為
の
規
制
そ
の
他
の
執
行
的
な
事
務
を
処

理
す
る
に
と
ど
ま
り
、
都
市
計
画
の
決
定
主
体
と
し
て
は
並
の
市

と
何
等
異
な
ら
な
い
…
わ
が
国
に
は
大
都
市
制
度
が
存
在
し
な
い

の
で
あ
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
⑷る
。

一
方
、
分
権
改
革
に
よ
る
九
九
年
の
地
方
分
権
一
括
法
に
よ
る

都
市
計
画
法
の
改
正
に
お
い
て
は
、
政
令
指
定
都
市
に
つ
い
て
の

特
例
が
規
定
さ
れ
、
都
道
府
県
が
定
め
る
都
市
計
画
の
う
ち
市
街

化
区
域
お
よ
び
市
街
化
調
整
区
域
に
関
す
る
都
市
計
画
は
、
広
域

の
見
地
か
ら
除
外
さ
れ
る
も
の
を
除
い
て
政
令
指
定
都
市
が
定
め

る
こ
と
と
さ
れ
た
（
こ
の
改
正
以
前
か
ら
都
市
計
画
法
に
は
大
都

市
等
（
政
令
指
定
都
市
・
中
核
市
・
特
例
市
）
に
つ
い
て
事
務
執

行
上
の
特
例
が
あ
っ
た
）。

こ
の
新
た
に
設
け
ら
れ
た
政
令
指
定
都
市
の
特
例
は
そ
の
後
も

そ
の
後
バ
ブ
ル
崩
壊
を
経
て
経
済
は
低
成
長
に
移
行
し
、
地
方
自

治
も
新
し
い
時
代
を
迎
え
た
。
二

年
四
月
に
地
方
分
権
一
括

法
が
施
行
さ
れ
、
機
関
委
任
事
務
の
廃
止
に
よ
り
地
方
自
治
の
自
由

度
は
高
ま
り
、
国
か
ら
地
方
へ
、
都
道
府
県
か
ら
市
町
村
へ
事
務
・

権
限
の
移
譲
が
続
い
て
い
る
。
し
か
し
、
大
都
市
に
対
す
る
都
市
計

画
法
の
特
例
を
「
府
の
特
例
」
に
逆
転
し
よ
う
と
す
る
一
元
化
条
例

は
こ
う
し
た
流
れ
に
逆
行
す
る
も
の
で
あ
る
。

府
政
が
市
域
に
関
心
を
も
ち
施
策
を
展
開
す
る
こ
と
は
そ
の
課
税

力
か
ら
み
て
も
当
然
で
あ
る
。
二

一
九
年
度
普
通
会
計
決
算
で
み

る
と
府
税
総
額
は
一
兆
三
一

三
億
円
で
あ
る
が
、
域
内
総
生
産
で

府
域
分
に
占
め
る
市
域
分
の
割
合
は
約
五

％
で
あ
り
、
こ
の
割
合

か
ら
府
税
の
少
な
く
と
も
約
半
分
は
大
阪
市
域
で
の
寄
与
と
推
計
で

き
る
。
こ
れ
に
対
し
大
阪
市
税
は
七
七
六
一
億
円
で
、
前
記
推
計
市

域
内
府
税
を
や
や
上
回
る
に
と
ど
ま
る
。
な
お
一
般
財
源
で
み
る
と

府
は
一
兆
七
二
一
七
億
円
、
市
は
九

八
一
億
円
と
な
っ
て
い
る
。

地
方
自
治
法
の
役
割
分
担
の
ル
ー
ル
に
沿
っ
て
府
政
は
展
開
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
府
が
外
野
か
ら
内
野
に
む
け
て
守
備
位
置
の

重
点
を
変
え
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
一
元
化
条
例
以
外
に
も
近
年
目

立
っ
た
動
き
で
あ
る
。
市
立
の
支
援
学
校
は
す
で
に
府
に
移
管
さ

れ
、
伝
統
あ
る
市
立
高
校
も
二

二
二
年
度
に
は
府
に
移
管
さ
れ

る
。
し
か
も
そ
の
巨
額
の
土
地
資
産
は
無
償
で
譲
渡
さ
れ
る
と
い
う

大
き
な
問
題
を
抱
え
て
の
移
管
で
あ
る
（
全
国
的
に
み
て
も
こ
の
よ

う
な
例
は
な
い
）。
一
方
、
大
阪
市
外
の
府
内
の
各
市
立
支
援
学
校

・
高
校
は
数
は
少
な
い
に
し
て
も
存
続
し
て
い
る
。
な
ぜ
大
阪
市
域

内
だ
け
が
「
二
重
」
な
の
か
。
府
市
連
携
と
は
大
阪
市
か
ら
権
限
や

資
産
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
目
的
な
の
か
。
ま
っ
た
く
異
常
で
あ
る

と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

⑶
　
法
定
の
都
市
計
画
大
都
市
特
例
の
抹
消

―
―
地
方
分
権
の
流
れ
を
逆
流
さ
せ
る
一
元
化
条
例

①
　
地
方
分
権
と
大
都
市
特
例

一
元
化
条
例
の
核
心
的
問
題
点
は
、
事
務
の
委
託
と
い
う
手
法

を
用
い
つ
つ
、
都
市
計
画
法
で
定
め
ら
れ
た
府
と
市
の
役
割
分
担

を
逆
転
さ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
国
・
都
道
府
県
・
大
都
市
・

市
町
村
の
役
割
分
担
は
二

年
以
降
地
方
分
権
が
進
展
す
る

な
か
で
組
み
立
て
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

一
元
化
条
例
の
不
当
性
と
時
代
錯
誤
性
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

に
、
以
下
で
都
市
計
画
法
改
正
の
歩
み
を
概
観
す
る
こ
と
に
す

る
。旧

法
で
あ
る
一
九
一
九
年
制
定
の
都
市
計
画
法
は
、
六
八
年
に

大
き
く
改
正
さ
れ
新
法
へ
移
行
し
た
。
国
（
内
閣
）
が
都
市
計
画

を
決
定
す
る
中
央
統
制
色
の
強
い
旧
法
は
、
国
が
一
定
関
与
す
る

仕
組
み
を
設
け
た
う
え
で
都
市
計
画
の
決
定
権
限
を
知
事
と
市
町

村
に
移
譲
す
る
こ
と
に
改
め
ら
れ
た
。
以
後
市
町
村
の
都
市
計
画
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は
基
本
的
に
は
満
た
さ
れ
る
決
着
と
な
っ
た
と
考
え
て
よ
い
」
と

総
括
し
て
い
⑻る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
こ
ん
に
ち
の
大
都
市
の
都
市
計
画
行
政
に

お
け
る
役
割
分
担
が
形
成
さ
れ
た
。
そ
れ
を
突
如
と
し
て
大
阪
府

市
の
関
係
に
お
い
て
烏
有
に
帰
す
る
の
が
一
元
化
条
例
で
あ
る
。

な
お
、
同
じ
府
内
の
政
令
指
定
都
市
で
あ
る
堺
市
は
一
元
化
の
対

象
外
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
大
阪
市
の
都
市
計
画
行
政
の
歩
み
は
大
阪
市
都
市

計
画
局
が
毎
年
公
表
す
る
『
年
報
大
阪
都
市
計
画
』
に
記
録
さ
れ

て
い
る
。
二

二

年
版
の
「
都
市
計
画
の
決
定
権
限
（
大
阪
市

域
の
場
合
）」
の
表
（
一

頁
）
で
は
大
阪
市
決
定
分
と
し
て
、

ⓐ
都
市
計
画
区
域
の
整
備
・
開
発
お
よ
び
保
全
の
方
針
、
ⓑ
区
域

区
分
（
市
街
化
区
域
お
よ
び
市
街
化
調
整
区
域
）、
ⓒ
都
市
再
開

発
方
針
等
（
全
部
）、
ⓓ
地
域
地
区
（
全
部
）、
ⓔ
促
進
区
域
（
全

部
）、
ⓕ
利
用
促
進
地
区
（
遊
休
土
地
転
換
利
用
促
進
地
区
）、
ⓖ

推
進
地
域
（
被
災
市
街
地
復
興
推
進
地
域
）、
ⓗ
都
市
施
設
（
空
港

・
広
域
的
観
点
か
ら
の
例
外
的
水
道
・
複
数
の
市
町
村
に
わ
た
る

公
共
下
水
道
お
よ
び
流
域
下
水
道
・
一
級
河
川
・
市
域
内
に
の
み

存
す
る
も
の
を
除
い
た
二
級
河
川
等
は
大
阪
府
決
定
分
と
な
る

が
、
都
市
施
設
の
決
定
は
基
本
的
に
大
阪
市
決
定
）、
ⓘ
市
街
地

開
発
事
業（
全
部
）、
ⓙ
予
定
区
域（
全
部
）、
ⓚ
地
区
計
画
等（
地

区
計
画
・
防
災
街
区
整
備
地
区
計
画
・
沿
道
地
区
計
画
・
集
落
地

区
計
画
）
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

今
回
の
一
元
化
条
例
に
よ
る
事
務
委
託
に
よ
っ
て
大
阪
府
権
限

に
移
行
す
る
項
目
は
表
１
に
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
内
容

で
、
大
都
市
特
例
の
ほ
と
ん
ど
が
な
く
な
る
と
い
う
大
阪
市
都
市

計
画
行
政
の
根
幹
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
現
状
に

何
ら
特
段
の
問
題
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
た
ん
に
権
限
を
奪

う
た
め
の
政
治
的
な
判
断
に
よ
る
強
引
な
改
変
の
行
方
を
市
民
は

厳
し
く
監
視
す
る
必
要
が
あ
る
。
㈶
都
市
計
画
協
会
の
機
関
誌

『
新
都
市
』は
、
法
制
定
一

周
年
を
記
念
す
る
一
連
の
シ
リ
ー

ズ
の
一
環
と
し
て
、
府
市
そ
れ
ぞ
れ
の
職
員
に
よ
る
「
都
市
計
画

史
」
を
掲
載
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
現
場
が
一
元
化
条

例
を
必
要
と
す
る
理
由
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
⑼い
。

黒
川
洸
は
、
都
市
計
画
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
夢
」
に
あ
る
と
し

て
「『
夢
が
あ
っ
て
、
構
想
が
あ
っ
て
、
計
画
が
あ
っ
て
事
業
が

あ
る
』
と
い
う
よ
う
に
落
と
し
込
ん
で
い
か
な
い
と
い
け
な
い
」

と
の
べ
て
い
⑽る
。
大
阪
市
の
都
市
計
画
と
そ
れ
を
担
う
現
場
か
ら

「
夢
」
を
奪
っ
て
は
な
ら
な
い
。

⑷
　
媒
介
役
と
し
て
の
事
務
の
委
託

―
―
常
識
破
り
の
「
奇
策
」
の
虚
実
　

法
律
に
よ
る
府
県
と
政
令
指
定
都
市
の
役
割
分
担
を
一
八

度
転

換
さ
せ
る
一
元
化
条
例
に
つ
い
て
は
、
都
市
計
画
事
務
が
自
治
事
務

拡
充
さ
れ
、
二

一
一
年
の
第
二
次
地
方
分
権
一
括
法
に
と
も
な

う
改
正
の
結
果
「
都
市
計
画
法
第
一
五
条
第
一
項
の
規
定
で
都
道

府
県
が
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
る
都
市
計
画
は
、
都
市
計
画
区
域
の

整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画
以
外
は
、
指

定
都
市
が
定
め
る
こ
と
と
な
っ
た
（
但
し
書
き
略
）」。
そ
し
て
二

一
四
年
の
第
四
次
地
方
分
権
一
括
法
に
と
も
な
う
改
正
に
よ
っ

て
、
こ
の
前
記
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画
（
い
わ
ゆ
る
都
市
計
画

区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）
に
つ
い
て
も
、
政
令
指
定
都
市
の
区
域

に
お
い
て
は
政
令
指
定
都
市
が
定
め
る
こ
と
と
な
っ
⑸た
。

こ
の
結
果
政
令
指
定
都
市
に
移
譲
さ
れ
た
都
市
計
画
決
定
権
限

の
範
囲
は
「
指
定
都
市
に
つ
い
て
は
、
都
市
計
画
決
定
の
一
時
的

判
断
権
限
に
関
し
て
、
原
則
と
し
て
都
道
府
県
と
同
様
の
権
限
を

有
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
指
定
都
市
の
区
域
の
内
外
に
わ

た
り
指
定
さ
れ
て
い
る
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
区
域
の

整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針
、
並
び
に
当
該
指
定
都
市
の
区
域

を
越
え
て
特
に
広
域
の
見
地
か
ら
決
定
す
べ
き
都
市
施
設
に
関
す

る
都
市
計
画
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
、
都
道
府
県
が
決
定
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
⑹る
。

こ
れ
に
付
言
す
れ
ば
、
大
阪
市
に
つ
い
て
は
大
阪
市
域
が
大
阪

都
市
計
画
区
域
で
あ
り
、
そ
の
都
市
計
画
は
「
大
阪
都
市
計
画
」

と
称
さ
れ
て
い
る
。
大
阪
府
は
二

四
年
に
四
二
あ
っ
た
都
市

計
画
区
域
を
、
大
阪
（
大
阪
市
域
）・
北
部
・
東
部
・
南
部
の
四

都
市
計
画
区
域
に
再
編
し
た
。
二

一
九
年
三
月
時
点
で
全
国
一

七
一
八
市
町
村
中
都
市
計
画
区
域
に
か
か
わ
る
市
町
村
は
一
三
五

二
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
都
市
計
画
区
域
は
一

三
と
な
っ
て

お
り
、
大
阪
府
の
都
市
計
画
区
域
が
広
域
的
に
設
定
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
⑺る
。

②�

　
一
元
化
条
例
に
よ
り
失
わ
れ
る

大
阪
市
都
市
計
画
行
政
の
事
務
権
限
　

大
都
市
特
例
の
制
度
化
へ
の
途
を
拓
い
た
の
は
大
都
市
に
お
け

る
担
当
部
局
の
先
人
の
熱
意
だ
っ
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
。
分
権
推
進
が
熱
心
に
議
論
さ
れ
て
い
た
九
四
年
一
一
月
に

「
地
方
分
権
推
進
に
関
す
る
指
定
都
市
の
意
見
」
が
関
係
先
に
提

出
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
都
市
計

画
に
つ
い
て
自
ら
決
定
す
る
能
力
・
意
欲
と
も
備
え
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
一
般
の
市
町
村
と
ほ
ぼ
同
様
の
扱
い
と
さ
れ
て
い

る
。
市
域
内
の
都
市
計
画
に
関
す
る
権
限
は
、
包
括
的
に
指
定
都

市
に
移
譲
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
都
市
計
画
決
定
や
都
市
計
画

事
業
に
関
す
る
都
道
府
県
関
与
は
、
基
本
的
に
廃
止
し
、
広
域
的

な
も
の
な
ど
調
整
が
必
要
な
も
の
は
、
対
等
の
立
場
で
の
協
議
に

改
め
る
べ
き
で
あ
る
」
と
強
く
要
望
し
た
。
当
時
の
状
況
を
記
録

し
た
論
文
は
「
都
市
計
画
に
関
し
て
言
え
ば
、
地
方
分
権
審
議
の

期
間
に
お
い
て
、
最
も
主
体
的
に
活
動
し
、
か
つ
成
果
を
あ
げ
た

の
は
政
令
市
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ
た
。
…
政
令
市
グ
ル
ー
プ
の
要
求

府市一元化条例の合法性を問う　
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府
の
咲
洲
庁
舎
内
に
府
市
共
同
で
設
置
さ
れ
る
大
阪
都
市
計
画
局

（
府
が
幹
事
）
に
出
向
し
、「
大
阪
市
が
行
う
場
合
の
手
続
に
よ
る
こ

と
を
基
本
」
と
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
管
理
・
執
行
す
る
権
限
は
府

知
事
に
移
る
が
、
府
に
委
託
す
る
事
務
を
実
質
的
に
担
当
し
下
支
え

す
る
の
は
、
も
と
も
と
同
じ
事
務
を
市
に
お
い
て
担
当
し
て
い
た
市

か
ら
大
阪
都
市
計
画
局
に
出
向
す
る
職
員
で
あ
る
。
そ
の
数
は
三

人
規
模
と
い
わ
れ
、
大
阪
都
市
計
画
局
は
府
が
従
来
か
ら
所
管
す
る

都
市
計
画
業
務
を
担
う
府
か
ら
の
出
向
者
一

人
と
合
わ
せ
て
一

三

人
規
模
で
ス
タ
ー
ト
す
る
と
み
ら
れ
て
い
る
。

市
職
員
が
大
阪
都
市
計
画
局
に
出
向
す
る
の
は
、
そ
の
高
い
技
術

力
と
ノ
ウ
ハ
ウ
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

市
都
市
計
画
局
は
企
画
振
興
・
計
画
・
開
発
調
整
・
建
築
指
導
の
四

部
か
ら
な
る
総
勢
二
一
六
人
（
二

二

年
五
月
一
日
現
在
）
の
組

織
で
あ
る
が
、
大
阪
都
市
計
画
局
の
設
置
と
と
も
に
、
計
画
調
整
局

と
改
称
さ
れ
組
織
が
縮
小
し
そ
の
総
合
性
が
失
わ
れ
る
こ
と
は
避
け

難
い
で
あ
ろ
う
。

府
へ
の
事
務
委
託
は
委
託
す
る
市
の
出
向
職
員
に
よ
っ
て
代
行
さ

れ
る
に
等
し
い
も
の
で
、
地
方
自
治
法
で
規
定
す
る「
事
務
の
委
託
」

と
は
異
質
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
委
託
す
る
市
が
受
託
す
る
府
の

事
務
を
下
請
け
す
る
と
い
う
、
倒
錯
し
た
事
務
の
委
託
で
あ
る
。
ま

さ
に
女
王
蜂
（
府
）
と
働
き
蜂
（
市
）
の
関
係
を
連
想
し
た
く
な
る
役

割
分
担
で
あ
る
。
一
元
化
条
例
の
も
と
で
の
事
務
の
委
託
が
地
方
自

治
法
の
趣
旨
を
逸
脱
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

大
阪
都
市
計
画
局
に
は
、
こ
れ
ま
で
市
で
都
市
計
画
行
政
を
一
元

的
に
行
っ
て
き
た
と
き
に
は
不
要
で
あ
っ
た
組
織
が
新
た
に
設
け
ら

れ
る
。
一
つ
は
府
市
出
向
職
員
間
の
事
務
の
円
滑
化
を
は
か
る
た
め

の
「
連
絡
会
議
」
の
設
置
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
パ
ブ
コ
メ
で
も
事

業
者
か
ら
事
務
手
続
き
の
一
元
性
が
失
わ
れ
煩
雑
化
す
る
と
の
懸
念

が
強
く
示
さ
れ
て
い
た
都
市
再
生
特
別
地
区
に
関
係
す
る
「
相
談

（
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
）窓
口
」
の
設
置
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
今
回
の
委
託

に
よ
っ
て
新
た
に
必
要
と
な
っ
た
対
応
措
置
で
あ
る
。

都
市
再
生
特
別
地
区
は
二

二
年
に
新
設
さ
れ
た
地
域
地
区

で
、
当
初
か
ら
の
そ
の
指
定
は
政
令
指
定
都
市
の
特
例
事
務
で
あ

る
。
大
阪
市
で
は
翌

三
年
に
は
心
斎
橋
一
丁
目
地
区
（
現
在
の
大

丸
心
斎
橋
店
北
館
・
同
本
館
（
旧
そ
ご
う
大
阪
店
跡
地
））
を
第
一

号
と
し
、
現
在
ま
で
二
二
地
区
を
指
定
す
る
な
ど
積
極
的
に
対
応
し

て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
府
が
指
定
し
た
の
は
一
地
区
（
高
槻
市
大

学
町
）
の
み
で
あ
る
。
こ
の
制
度
は
民
間
活
力
に
よ
る
都
市
再
生
を

支
え
る
総
合
的
な
都
市
計
画
行
政
で
あ
り
、
大
都
市
行
政
に
ふ
さ
わ

し
い
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
現
在
、
淀
屋
橋
東
・
同
西
の
両
地
区

で
は
御
堂
筋
を
は
さ
ん
で
二
棟
の
超
高
層
ビ
ル
を
建
設
す
る
再
開
発

事
業
が
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
。
だ
が
現
状
は
利
用
を
終
了
し
解
体
待

ち
の
建
物
群
が
残
り
閑
散
と
し
て
い
る
。
都
市
再
生
は
息
の
長
い
変

化
を
積
み
重
ね
る
動
態
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
都
市
の
ま
ち
づ
く
り
や

化
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
、
条
例
制
定
権
の
限
界
を
超
え
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
誰
し
も
ま
ず
考
え
る
だ
ろ
う
。
一
元
化
条
例
推
進
論
者

は
一
見
巧
妙
に
も
そ
の
布
石
と
し
て
地
方
自
治
法
第
一
一
章
第
三
節

の
「
事
務
の
委
託
」
を
介
在
さ
せ
て
、
役
割
分
担
の
逆
転
が
委
託
す

る
市
と
受
託
す
る
府
の
合
意
に
よ
る
も
の
と
し
て
一
元
化
条
例
を
合

法
的
で
あ
る
か
の
よ
う
に
装
⑾う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
住
民
投
票
後
一

元
化
を
め
ざ
し
て
き
た
府
政
・
市
政
の
生
み
だ
し
た
市
民
不
在
の
合

意
で
あ
る
。

地
方
自
治
法
に
よ
る
事
務
の
委
託
に
つ
い
て
は
「
民
法
上
の
委
託

と
異
な
り
、
管
理
執
行
権
限
が
受
託
者
に
移
り
、
委
託
者
は
管
理
執

行
権
限
を
喪
失
す
る
こ
と
か
ら
こ
の
制
度
を
躊
躇
す
る
事
例
も
あ

り
、
第
二
九
次
地
方
制
度
調
査
会
答
申
に
お
い
て
『
制
度
改
正
も
含

め
て
検
討
を
行
う
こ
と
が
適
当
』
と
勧
告
さ
れ
て
い
る
」
と
さ
れ

⑿る
。で

は
、
こ
の
事
務
の
委
託
は
自
治
体
間
で
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
総
務
省
の
調
査
（「
平
成
三

年
度
地
方
公

共
団
体
間
の
事
務
の
共
同
処
理
の
状
況
調
」）
に
よ
る
と
、
二

一

八
年
七
月
一
日
現
在
に
お
い
て
事
務
の
委
託
件
数
は
六
六
二
八
件
で

自
治
体
間
の
共
同
処
理
件
数
九
一
八
九
件
の
七
二
・
一
％
を
占
め
最

大
で
あ
る
。
し
か
し
事
例
の
内
容
を
み
る
と
、
ほ
ぼ
定
型
的
で
事
務

効
率
上
の
事
務
委
託
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
内
訳
は
、
①
住
民
票

の
写
し
等
の
交
付
事
務
二
一
・
二
％
、
②
公
平
委
員
会
に
関
す
る
事

務
一
七
・
八
％
、
③
競
艇
に
関
す
る
事
務
一
三
・

％
な
ど
と
な
っ

て
い
る
。
一
元
化
条
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
政
令
指
定
都
市
が
ま
ち

づ
く
り
の
重
要
権
限
を
ま
る
ご
と
委
託
す
る
よ
う
な
事
例
は
見
当
た

ら
な
い
し
、
本
来
あ
り
得
な
い
委
託
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
新
聞
は

一
元
化
条
例
に
つ
い
て
「
全
国
初
の
条
例
」「
ま
ち
づ
く
り
権
限
、

異
例
の
委
託
」な
ど
と
伝
え
る
⒀が
、「
全
国
初
」「
異
例
」
な
の
は
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
行
わ
れ
た
か
ら
だ
と
い
う
の
が
真
実
で
あ
ろ

う
。関

係
省
庁
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。「
パ
ブ
コ
メ
へ
の

考
え
方
」
で
は
、「
国
か
ら
何
か
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
か
」
と
の
意

見
に
対
し
、「
総
務
省
・
国
土
交
通
省
に
は
適
宜
説
明
を
し
て
お
り
、

特
段
の
問
題
点
等
の
指
摘
な
ど
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
だ
け
答
え
て
い

る
。
し
か
し
、
先
述
の
第
二
二
回
副
首
都
推
進
本
部
会
議
の
議
事
録

で
は
さ
ま
ざ
ま
や
り
取
り
が
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
記
述
も

あ
る
。
一
元
化
条
例
を
検
証
す
る
う
え
で
今
後
二
つ
の
省
の
見
解
と

や
り
取
り
の
経
緯
に
つ
い
て
情
報
公
開
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

⑸
　
共
同
設
置
局
と
委
託
す
る
市
の
下
請
け
化

　
　
　
―
―
新
た
な
「
二
重
行
政
の
変
異
種
」
と

「
女
王
蜂
・
働
き
蜂
シ
ス
テ
ム
」
の
生
成
　

事
務
の
委
託
の
処
理
手
順
を
み
る
と
、
現
に
市
庁
舎
内
で
委
託
事

務
を
所
管
し
て
い
る
市
都
市
計
画
局
の
実
務
担
当
職
員
が
、
新
た
に

府市一元化条例の合法性を問う　

81 80



国
際
博
覧
会
推
進
室
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
窓
口
と
さ
れ
て
き
た
。
新

た
に
設
置
さ
れ
る
万
博
推
進
局
は
、
設
置
規
則
に
よ
る
と
そ
の
所
管

業
務
は
「
二

二
五
年
日
本
国
際
博
覧
会
の
開
催
に
関
す
る
事
項
」

と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
役
割
の
範
囲
が
ど
こ
ま
で
な
の
か
曖
昧
な

よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
議
会
で
も
ほ
と
ん
ど
掘
り
下
げ
た
議
論
は
な

か
っ
た
。

万
博
推
進
局
は
市
が
幹
事
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
先
述
し
た
よ
う

に
職
員
は
府
市
の
職
員
か
ら
市
長
が
選
任
、
予
算
は
市
に
お
い
て
計

上
す
る
な
ど
、
大
阪
都
市
計
画
局
の
規
約
と
は
組
み
立
て
方
が
か
な

り
異
な
る
。
万
博
推
進
局
の
設
置
は
第
一
回
本
部
会
議
（
二

二
一

年
四
月
八
日
）
で
の
松
井
市
長
の
発
言
に
よ
っ
て
動
き
は
じ
め
た
も

の
で
あ
る
。「
大
阪
館
の
総
合
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
も
決
ま
っ
て
、
い

よ
い
よ
具
体
的
な
中
身
を
詰
め
て
い
か
な
い
か
ん
」
の
で
、
府
市
そ

れ
ぞ
れ
の
万
博
を
担
っ
て
い
る
組
織
体
制
を
万
博
推
進
局
と
し
た
い

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
「
大
阪
市
の
所
有
地
に
つ
く
っ
て

い
く
わ
け
だ
か
ら
、
こ
れ
は
大
阪
市
が
幹
事
…
」
と
発
言
し
て
い
る
。

二

二
五
年
万
博
に
つ
い
て
は
、
会
場
建
設
費
自
体
は
二

二

年
一
二
月
に
一
八
五

億
円
（
う
ち
府
市
の
負
担
三
分
の
一
）
が
公

表
さ
れ
て
い
る
。
万
博
推
進
局
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
大
阪
館
（
パ

ビ
リ
オ
ン
）
へ
の
対
応
を
中
心
と
し
て
、
協
会
の
サ
ポ
ー
ト
・
各
種

団
体
へ
の
窓
口
・
気
運
の
盛
り
上
げ
な
ど
が
話
し
合
わ
れ
て
き
た

が
、
こ
れ
か
ら
の
感
が
強
い
。
た
だ
し
開
催
会
場
が
大
阪
市
で
あ
る

と
の
理
由
で
大
阪
市
が
幹
事
と
な
る
と
い
う
の
は
素
直
に
受
け
と
め

ら
れ
な
い
。
今
後
大
阪
市
の
負
担
が
加
重
さ
れ
な
い
こ
と
を
望
み
た

い
。い

ま
必
要
な
の
は
、
会
場
と
な
る
夢
洲
整
備
を
は
じ
め
と
す
る
関

連
事
業
の
全
体
像
（
事
業
内
容
・
財
政
規
模
・
府
市
の
財
政
負
担
）

が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
万
博
推
進
局
と
い
う
よ

り
は
府
市
そ
れ
自
体
の
本
来
の
役
割
で
あ
る
。

む
す
び

以
上
一
元
化
条
例
の
概
要
に
触
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
深
刻
な
問

題
点
を
指
摘
し
て
き
た
。
そ
れ
は
政
令
指
定
都
市
で
あ
る
大
阪
市
の

都
市
計
画
行
政
を
揺
る
が
し
、
ま
ち
づ
く
り
そ
の
も
の
に
も
影
響
す

る
大
問
題
で
あ
る
。
ま
た
条
例
の
根
拠
と
も
な
っ
て
い
る
市
か
ら
府

へ
の
都
市
計
画
の
事
務
の
委
託
が
、
地
方
自
治
法
が
想
定
し
な
い
脱

法
的
な
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
一
元
化

条
例
は
法
律
で
定
め
ら
れ
た
府
市
の
都
市
計
画
の
事
務
権
限
を
条
例

に
よ
っ
て
逆
転
さ
せ
、
こ
れ
ま
で
の
都
市
計
画
に
お
け
る
地
方
分
権

の
積
み
上
げ
を
ひ
っ
く
り
返
す
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。「
法
律
が

全
国
一
律
に
定
め
た
事
項
を
地
方
公
共
団
体
が
条
例
で
変
更
す
る
こ

と
は
、
そ
れ
を
許
容
す
る
明
文
の
規
定
が
な
け
れ
ば
許
さ
れ
な
い
と

一
般
に
解
さ
れ
て
い
⒃る
」
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
。

関
連
す
る
都
市
計
画
行
政
と
有
機
的
な
関
連
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の

事
務
・
権
限
を
な
ぜ
市
か
ら
府
に
急
に
移
す
必
要
が
あ
る
の
か
ま
っ

た
く
理
解
で
き
な
い
。
し
か
も
担
当
す
る
職
員
は
市
か
ら
大
阪
都
市

計
画
局
に
出
向
す
る
同
じ
職
員
で
あ
る
。

事
務
の
委
託
で
は
委
託
す
る
市
が
そ
の
所
要
経
費
を
負
担
す
る
の

が
ル
ー
ル
だ
が
、
経
費
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ヒ
ト
も
ノ
ウ
ハ
ウ
も

供
出
す
る
と
い
う
こ
の
「
い
び
つ
な
委
託
の
か
た
ち
」
が
一
元
化
条

例
の
特
徴
で
あ
り
、
異
常
さ
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で
首
長
ら
に
よ
っ
て
大
き
な
政
治
課
題
と
し
て

強
調
さ
れ
て
き
た
「
二
重
行
政
の
解
消
」
と
い
う
テ
ー
マ
と
の
関
連

で
い
え
ば
、
新
た
な
「
二
重
行
政
の
変
異
種
」
を
生
み
、
コ
ス
ト
増

と
と
も
に
市
民
・
事
業
者
に
混
乱
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。

府
市
間
で
は
こ
の
一

年
余
り
の
間
で
数
多
く
の
組
織
の
共
同
設

置
が
行
わ
れ
て
き
た
（
表
３
）。
こ
れ
は
大
阪
府
市
に
顕
著
に
み
ら

れ
る
現
象
で
あ
る
。
総
務
省
の
調
査
に
よ
る
と
都
道
府
県
と
市
町
村

が
共
同
設
置
す
る
機
関
は
、
今
回
の
大
阪
都
市
計
画
局
・
万
博
推
進

局
を
ふ
く
め
全
国
で
二
一
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
六
割
の
一
三
機
関
が

大
阪
府
市
で
あ
⒁る
。
こ
う
し
て
府
市
が
そ
れ
ぞ
れ
の
自
治
体
組
織
か

ら
固
有
の
事
務
権
限
を
「
外
出
し
」
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自

治
体
と
し
て
の
一
体
性
と
団
体
自
治
を
損
な
う
も
の
で
あ
る
。
同
時

に
議
会
や
有
権
者
（
府
民
・
市
民
）
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
困
難

に
し
、
住
民
自
治
を
機
能
不
全
に
陥
ら
せ
る
懸
念
も
あ
る
。
堺
屋
太

一
は
「『
よ
い
こ
と
も
悪
い
こ
と
も
大
阪
か
ら
は
じ
ま
る
』
と
い
わ

れ
ま
す
。
そ
の
言
葉
通
り
、
日
本
の
盛
衰
に
先
駆
け
て
大
阪（
大
坂
）

の
栄
枯
が
あ
り
ま
し
た
」
と
の
べ
て
い
る
⒂が
、
一
元
化
条
例
は
ま
さ

に
「
悪
い
こ
と
」
の
は
じ
ま
り
で
あ
ろ
う
。

府
市
間
に
は
副
首
都
推
進
本
部
と
い
う
並
外
れ
た
強
力
な
連
携
シ

ス
テ
ム
が
存
在
し
て
い
る
。
府
市
の
一
体
化
を
さ
ら
に
強
化
し
た
い

と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、「
特
別
市
制
」
に
行
き
着
く
し
か
な
い
だ

ろ
う
。「
大
阪
市
民
は
大
阪
府
民
で
も
あ
る
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ

レ
ー
ズ
を
一
部
の
政
治
家
が
好
ん
で
用
い
る
。
こ
こ
か
ら
「
市
の
も

の
は
府
の
も
の
」
と
い
う
飛
躍
し
た
論
理
が
最
近
幅
を
利
か
せ
て
い

る
か
に
み
え
る
。
だ
が
「
大
阪
府
民
の
す
べ
て
が
大
阪
市
民
で
は
な

い
」
と
い
う
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
大
阪
市
民
は
府
民
の
三
割
に
過

ぎ
ず
府
議
会
の
議
員
選
出
も
こ
の
枠
に
制
約
さ
れ
る
。
大
阪
府
は
市

外
の
市
町
村
に
居
住
す
る
七
割
の
住
民
も
対
象
と
す
る
広
域
自
治
体

で
あ
る
。
大
阪
市
を
は
じ
め
と
す
る
基
礎
自
治
体
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の

住
民
自
治
と
団
体
自
治
が
あ
る
。

⑹
　
万
博
推
進
局
の
共
同
設
置
―
―
な
ぜ
大
阪
市
が
幹
事
な
の
か

一
元
化
条
例
に
よ
っ
て
も
う
一
つ
共
同
設
置
さ
れ
る
の
が
万
博
推

進
局
で
あ
る
。
二

二
五
年
万
博
自
体
は
「
二

二
五
年
日
本
国
際

博
覧
会
協
会
」
の
事
業
で
あ
る
が
、
地
元
協
力
体
制
と
し
て
こ
れ
ま

で
府
の
政
策
企
画
部
に
万
博
協
力
室
が
あ
り
、
市
の
経
済
戦
略
局
に
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⑽　

黒
川
洸
「
今
後
の
都
市
計
画
に
向
け
て
」『
新
都
市
』
二

一

九
年
一
二
月
号
（
特
集
「
都
市
計
画
法
一

周
年
を
思
う
」）、

二
四
頁
。

⑾　
「
パ
ブ
コ
メ
へ
の
考
え
方
」
で
は
、「
憲
法
や
法
律
に
違
反
し
て

い
な
い
か
」
と
い
う
意
見
に
対
し
「
本
条
例
は
地
方
自
治
法
に
定

め
ら
れ
た
『
指
定
都
市
都
道
府
県
調
整
会
議
』
や
『
共
同
処
理
制

度
』
の
範
囲
内
で
規
定
し
て
い
ま
す
」
と
し
、「
委
託
は
地
方
自

治
の
本
旨
に
沿
っ
て
い
る
の
か
」
と
の
意
見
に
対
し
「
地
方
自
治

法
上
、
委
託
の
対
象
と
な
る
事
務
は
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い

と
さ
れ
て
い
ま
す
（
以
下
略
）」
と
の
考
え
方
を
示
し
て
い
る
。

問
題
の
大
き
さ
を
歪
曲
化
し
た
回
答
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

⑿　

宇
賀
克
也
『
地
方
自
治
法
概
説
（
第
九
版
）』
有
斐
閣
、
二

二
一
年
、
一
一
七
頁
。

⒀　
「
読
売
新
聞
」
二

二
一
年
三
月
二
七
日
、
六
月
一

日
。

⒁　
「
読
売
新
聞
」
二

二
一
年
六
月
一

日
。

⒂　

橋
下
徹
・
堺
屋
太
一
『
体
制
維
新
―
―
大
阪
都
』
文
春
新
書
、

二

一
一
年
、
二
四
頁
。

⒃　

前
掲
書
⑿
、
二
三
六
頁
。

⒄　

前
掲
書
⑸
、
一
六
八
頁
。

な
お
松
本
『
逐
条
地
方
自
治
法
』
で
は
、
都
道
府
県
の
事
務
の
一

部
を
市
町
村
に
配
分
す
る
一
般
的
制
度
と
し
て
の
「
条
例
に
よ
る
事

務
処
理
の
特
例
制
度
」（
地
方
自
治
法
上
の
制
度
と
し
て
機
関
委
任

事
務
廃
止
に
と
も
な
っ
て
設
け
ら
れ
た
）
に
つ
い
て
、「
特
に
法
律

で
都
道
府
県
が
市
町
村
の
事
務
・
権
能
に
つ
い
て
条
例
で
定
め
る
こ

と
を
一
般
的
に
認
め
る
も
の
で
あ
り
、
憲
法
第
九
二
条
の
規
定
を
踏

ま
え
つ
つ
都
道
府
県
が
市
町
村
の
運
営
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
条

例
で
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
特
殊
な
制
度
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」

と
の
べ
て
い
⒄る
。
一
方
で
同
じ
機
関
委
任
事
務
か
ら
自
治
事
務
と

な
っ
た
市
町
村
の
事
務
に
つ
い
て
、
条
例
に
よ
っ
て
都
道
府
県
の
事

務
と
す
る
「
事
務
処
理
の
特
例
制
度
」
は
法
律
に
規
定
さ
れ
て
い
な

い
。
市
町
村
重
視
の
考
え
か
ら
は
「
あ
り
得
な
い
」
制
度
で
あ
る
か

ら
で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
は
、
一
元
化
条
例
が
ま
ち
づ
く
り
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味

を
も
つ
の
か
、
市
民
に
と
っ
て
プ
ラ
ス
に
な
る
の
か
、
大
阪
市
の
団

体
自
治
・
住
民
自
治
へ
ど
の
よ
う
な
影
響
が
あ
る
の
か
、
な
ど
幅
広

い
論
議
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
問
題
提
起
を
す
る
も
の
で
あ

る
。

（
注
）⑴　

「
副
首
都
推
進
本
部
（
大
阪
府
市
）
会
議
」
は
こ
の
条
例
で
地
方

自
治
法
上
の
「
指
定
都
市
都
道
府
県
調
整
会
議
」
に
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
。
な
お
、
他
都
市
の
例
で
は
知
事
・
市
長
を
正
・
副
と

序
列
化
す
る
例
は
な
い
。

⑵　

木
村
收
『
大
都
市
行
財
政
の
展
開
と
税
制
』
晃
洋
書
房
、
二

四
年
、
三
四
四
～
三
四
六
頁
、
参
照
。

⑶　

鈴
木
毅
「『
都
市
計
画
法
』
改
正
の
二
五
年
―
―
規
制
緩
和
と

制
度
運
用
」『
都
市
計
画
』
三
三
八
号
（
都
市
計
画
法
五

年
・

一

年
記
念
特
集
号
）、
二

一
九
年
五
月
、
七
四
頁
。

⑷　

遠
藤
博
也
『
都
市
計
画
法
五

講
』
有
斐
閣
、
一
九
七
四
年
、

六
六
頁
。

⑸　

松
本
英
昭
『
新
版
逐
条
地
方
自
治
法
（
第
九
次
改
訂
版
）』
学

陽
書
房
、
二

一
七
年
、
一
四

一
～
一
四

四
頁
、
参
照
。

⑹　

都
市
計
画
法
制
研
究
会
編
『
よ
く
わ
か
る
都
市
計
画
法
（
第
二

次
改
訂
版
）』
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二

一
八
年
、
二
九

頁
。

⑺　

川
上
光
彦
「
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
制
度
は
進
化
・
深
化

し
た
か

」『
都
市
計
画
』
三
四
八
号
、
二

二
一
年
一
月
、
六

頁
、
な
ど
参
照
。

⑻　

明
石
達
生
「
都
市
計
画
の
地
方
分
権
を
め
ぐ
る
論
点
の
記
録
」

日
本
都
市
計
画
学
会
地
方
分
権
研
究
小
委
員
会
編
『
都
市
計
画
の

地
方
分
権
―
―
ま
ち
づ
く
り
へ
の
実
践
』
学
芸
出
版
社
、
一
九
九

九
年
、
三
四
五
～
三
四
六
頁
。

⑼　

西
江
誠
「
大
阪
市
の
都
市
計
画
史
」『
新
都
市
』
二

一
八
年

一

月
号
、
大
阪
府
都
市
整
備
部
都
市
計
画
室
「
大
阪
府
の
都
市

計
画
史
」『
新
都
市
』
二

一
九
年
二
月
号
、
参
照
。
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